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これからの部活動に対する課題意識



＜改革推進期間＞

・休日の部活動を地域クラブへ段階的に移行
・各地域で準備やモデル事例づくりが進行中

＜改革実行期間（前期）＞

・原則すべての学校で、休日の部活動を地域で行
うことを目指す

・平日の部活動も地域の実情に応じて段階的に移行

＜改革実行期間（後期）＞

・中間評価をもとに、さらに平日の地域展開を推進

国が示す部活動地域展開のスケジュール

改革推進期間

令和５年度 令和６年度 令和７年度

改革実行期間

令和８～10年度 令和11～13年度

スポーツ庁作成「令和５年度から休日の部活動の地域連携・地域移行が始まります」より引用



愛川町における令和１０年度までの対応について

令和６年度から各校の部活動廃部規定に基づき廃部となった部活動等に対して拠
点校方式による部活動を導入したり、より専門的な指導が受けられるよう部活動指
導員を配置したりしながら、生徒の活動機会の確保に努めてきました。
令和７年１２月に新たなガイドラインが国から示されたので、令和１０年度まで

は、これまで同様の対応（拠点校方式による部活動）を継続していきます。

例）



本制度は単年度での実施です。令和１０年度までは各校の部活動の実態に
応じて、他種目の拠点校方式による部活動の設置を検討していきます。

















「拠点校方式による部活動」は、国の部活動地域移行のスケジュールに示さ
れた令和１０年度までの改革実行期間（前期）の措置となりますことをご理解
ください。
令和１１年度以降の考え方は、令和８年度中にお知らせいたします。


